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 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療
を行った場合への評価。

C-004 救急搬送診療料 1300点

長時間加算（30分以上） 700点
新生児加算 1500点
乳幼児加算（６歳未満） 700点

［主な算定要件］
① 救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交
通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって、当該保険医療機関に属するものをいう。

② 救急医療用ヘリコプター内において診療を行った場合についても当該加算を算定することができる。
③ 診療を継続して提供した場合、A000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は1回に限り算定する。
④ 搬送先の医療機関の保険医に立会診療を求められた場合はA000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は１回に限り算定し、C000往診料
は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合は、C000往診料
を算定できる。

⑤ 当該保険医療機関の入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定出来ない。
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救急搬送診療料

救急搬送診療料の概要
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救急搬送診療料の算定状況

救急搬送診療料 新生児加算 乳幼児加算 長時間加算

出典：社会医療診療行為別統計

（算定回数）
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ECMO装着患者搬送の概要

○ ECMO装着患者の転院搬送は、搬送元に搬送チームが出向き、搬送元でECMOを導入してから搬送先に
ECMO装着患者を搬送をするPrimary transportと、すでに搬送元でECMOが導入されている患者をそのまま
搬送先医療機関に搬送するSecondary transportの２種類の概念があり、そのときの状況によって選択され
る。
（出典：Extracorporeal Life of Support Organization(ELSO) Guidelines for ECMO Transport ）

Primary transport

Secondary transport 既にECMOが導入されている患者を搬送

搬送元医療機関

搬送元医療機関

搬送先医療機関

搬送先医療機関

搬送元医療機関に搬送チームが出
向き、ECMOを導入してから搬送
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重症患者搬送のガイドライン（案）

○ 現在、集中治療室等から他の施設の集中治療室等までの広域搬送における、リスクの軽減と
予防戦略に焦点をあてたガイドラインを、日本集中治療医学会が作成しているところである。この
ガイドラインにおいては、搬送に必要な医療機材や、必要な人員を定めている他、搬送に係る処
置等、重症患者搬送に係る事項をまとめている。

出典：集中治療を要する重症患者の広域搬送ガイドライン（案）



・ 救急搬送診療料は、患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗
して診療を行った場合を評価したものである。

・ 救急搬送においてはECMOを装着した患者の転院搬送をするケースもあり、これには、搬送チームが搬送元医療機関に
出向いてECMOの導入を行った上で搬送をするPrimary transportと、すでに搬送元医療機関でECMOが導入されている患
者を搬送するSecondary transportの２つのパターンが存在する。

・ 新型コロナウイルス感染症流行禍においても、集中治療専門の医師を派遣し、必要に応じてECMO装着患者を含む重症
患者の転院搬送を行う等の取組が行われていた。

・ ECMO装着患者を含めた重症患者を搬送する際のリスクを最小限にするための予防戦略をまとめたガイドラインの策定が
現在進められている。

救急搬送診療料に係る課題（小括）
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